
 

 

 

 

 

 

 

建築保全公社発注の工事を受注された 

現場施工管理者の皆様へ 

 

 

 

 

「工事事故対策の徹底に向けた 

     建築保全公社から着工前の注意事項共有の事前学習資料」 
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公益財団法人 横浜市建築保全公社 

工事事故防止対策本部 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

建築保全公社発注の平成 27年度工事においては現場での事故等が多発しています。この状況を踏まえ、建築

保全公社の工事に直接携わり現場を管理していただく皆様に、着手前段階における事故対策につきまして以下の

内容の周知徹底を図られるようお願いいたします。 

建築保全公社の工事は、施設を使いながらの工事です。したがって、工事中の施設利用者に対する安全対策は

無論のこと、施設機能に影響が出て、施設利用者に影響を与えるような事故は、絶対に起こしてはなりません。 

そこで、工事着工に先立ち、実際に現場を管理監督していただく現場代理人の皆様に、あらかじめ建築保全公

社から作業の遵守基本事項と作業上の注意点の周知徹底を図ることを目的に、過去の事故例などをもとに、事前

確認の機会を設けさせていただき、事故防止に臨んでいただきたいと考えますのでご理解ください。 

建築保全公社発注工事で現場管理に必要なことは、ひとつの作業を行うことで、どのような危機波及要素が生

まれるかという「想像力と危機意識」を常に持っていただきながら、誰に、どこを、どのように事前指導し、ど

ういう対応をすべきかにつきまして、しっかりと対策を講じていくことが、何より肝要となります。 

今回の内容は、このような視点でまとめていますので、必ず現場での周知徹底をお願いいたします。 

（安全管理に妥協は禁物です！ 自分の首を絞めるだけですから・・・） 

 

現場代理人は、まず緊急連絡票を所持しているか確認して、現場に着いたら、現場の仮囲い、足場、養生、

資材置き場、誘導員の配置状況、その日の作業に向けた現場の片付け状況などを確認して回り、利用者がつ

まづいたり、現場内に入るような要素が無いか、天候状況を踏まえた資材置き場や資材の飛散対策などを確

認して、現場の安全を管理していただきたい。 

当日及び翌日の作業内容を確認していただき、天候を含め、必要な仮設物の状況や施設管理者との約束事

項を確認しつつ、現場の安全状況をまず確認して、不良個所は直ぐに是正させてから工事を行うような安全

体制を整えてください。（危機意識・想像力・技術力が必要です。） 体制を整えてください。（危機意識・想像力・技術力が必要です。）

 

特に安全誘導員には、安全誘導の範囲や周囲の高さ、幅、重量、重機の大きさ、歩行者の安全誘導などの特に安全誘導員には、安全誘導の範囲や周囲の高さ、幅、重量、重機の大きさ、歩行者の安全誘導などの

方法をしっかり事前レクチャーしていただき、搬入路や施設周囲の状況も把握させ、安全に工事車両を誘導方法をしっかり事前レクチャーしていただき、搬入路や施設周囲の状況も把握させ、安全に工事車両を誘導

することを徹底指導、物損事故や第三者事故を徹底的に防止する取り組みが必要です。 することを徹底指導、物損事故や第三者事故を徹底的に防止する取り組みが必要です。

（ポイントは何でも興味ある子どもだったら、施設管理者だったら、高齢者だったら、施設利用者や近隣の

人だったらという施工者以外の視点からの気転を利かして現場の安全確認。） 

【確認が必要な視点】 

○搬入路の周辺に陥没部分は無いか。仮囲いの固定方法は万全か。仮囲いに折れや、曲り、番線の突出など

は無いか。出隅コーナーの安全養生は適切か。工事用看板の設置状況など 



○敷地内等に掘削工事がある場合の後始末、養生対策及び安全対策の仮囲いは適切か。暫定処置などで単に

路面をベニヤ等で養生していないか、つまずき怪我する要素は無いか。 

また、夜間や無人時の安全照明点灯及び注意看板、結界柵等の対策は適切か。 

 

○飛散や落下の危険がある資材が危険個所に置かれていないか。立掛けや積上げは無いか。自然災害時（豪

雨、突風、地震など）を想定した対策が出来ているか。 

 

○指定された資材置き場の施錠管理、飛散防止対策、侵入防止対策は適切か。 

 

○現場の作業員車両や資材搬出入車両時の安全誘導がされているか。（施設にも確認すること） 

など 

 

作業前に施設に始業の報告を実施し、施設管理者に本日の作業内容を説明、施設からの注意事項を確認し

て、是正すべき点があれば即時是正をおこなう。 

また、どうしてもその日の作業で、施工面から注意すべきところ（例えば、火報の誤報の可能性や給水管

の切断の危険性と現場として万が一の場合の対応策など）を施設管理者に事前説明周知し、連絡体制を整え

て作業を行うようにする。 

（視点は、「現場としてここまで事故対策を講じて作業を行いますが、何か施設で作業中にお気づきの点が

ありましたら、私が現場におりますので、すぐに連絡をいただきたい」旨を施設管理者に伝えておくことが

重要です。） 

【確認が必要な視点】 

○施設管理者と十分話をして、工事上で安全対策について意見、指摘は無いか、施設や地元との約束条件は

厳守されているか等の確認。（施設管理者との調整、会話の機会を強化する） 

 

○内装等撤去時などの粉塵作業対策が他の部屋に影響を与えないか。また、煙感知器等への養生をしてある

位置を説明して、万が一誤報が生じた場合の対応を施設側に説明できているか。（施設にその日の作業内容

の伝達を徹底） 

○躯体穴あけ等による電気、設備の配管・配線類の切断事故対策としての事前調査は、設備・電気等の専門

業者立会いのもとに現地を確認して、埋設位置を事前に確認できているか。調査はその階だけでなく、下階

や上階も確認しているか。もし不明の場合には設計でも含めていますが、レントゲン調査で埋設配管等を確

認できているか。それでも分からない場合は、丁寧に手斫するなどして現場で出来る限りの対策を講じてい

るかの確認をしっかり行い、記録に残して問題がない状況を確認した後に、丁寧に施工させるよう下請業者

の作業員に徹底した作業手順を現場として事前指導する必要があります。（危機感と想像力を働かせて、下

請業者任せには絶対にしないこと。） 

 

○壁内や天井裏等の隠ぺい部分の穴あけ等工事は、ミスすれば大事故につながるため、配管や配線があるこ

とを前提に、目視で確認できない時は設備業者の立会いのもとに既存プルボックス位置などを確認して想像

力を働かせ、最悪レントゲン調査などで確認し、丁寧な施工を指示しているか。 



○外部足場の架け方は安全基準に適合しているか、ベース、根がらみ、壁つなぎ、3 連足場か否か、落下防

止策は、足場出入口の扉と施錠、周りを一回り歩いて突出物がないか、足場内に第三者が入れないか、巾木

で足回りなど侵入対策が出来ているかなどを事前、事前に確認することが大切です。 

 

○外部の掘削が必要な工事では、事前の埋設物の確認調査が基本となります。「必ず埋設配管類はある」と

いう前提で、まず周辺の桝蓋をすべて開けて、管路の方向や深さをナイロンテープなどでつなぐとともに、

目に見えない埋設配管などは既存図面の徹底した確認を行い、それでも不明瞭な場合には、極力重機を使わ

ず手堀で試掘、どうしても障害となる土間コンクリートなどは小割にして、埋設管への探りを入れる。 

この際、必ず設備業者、電気業者立会いのもと、万が一埋設管があった場合でも即時に復旧対策がとれる

体制をつくり、そのもとに試掘作業を行い、重機は使っても爪無のグラブで表面を漉き取るように「丁寧に

作業を繰り返すことを作業員に事前レクチャー」してから作業に入ることが重要です。 

どのように小さな掘削でも作業エリアの安全柵は必ず設置しているかも大切な対策です。 

 

○さらに、重機稼働時の回転作業範囲や駆動高さ、トラック誘導など、安全誘導員の配置と位置と役割の事

前レクチャー指導は適切か事前の確認が必要です。 

など 

 

これらの確認作業が終わってから、特に重要な作業（内装解体やコア抜き、掘削等の事故を伴う危険性が

ある工事）に入る前、さらには、悪天候が予測される時、もしくは重要な作業に入る前、そして施工後には、

公社監督員に必ず現場から連絡を入れ、施工箇所の説明、安全対策の状況、施設への周知体制などを必ず連

絡報告をすることを徹底してください。 

○公社への連絡内容の要旨 

・「今日はこのような作業を、このような体制で、このように行い、施設管理者にもこのように調整してい

る」旨の連絡を「現場管理者から公社監督員に必ず連絡」してください。 

・悪天候の場合も同様に、現場の安全対策、飛散防止対策等について「現場はこのように対応している旨を

報告。」また、悪天候経過後には「現場を総点検した結果を報告」を施設管理者及び公社監督員に現場管理

者から必ず報告をしていただくことを徹底してください。 

●今回、設計図面にも事故対策への注意事項を記載しています。十分に内容確認してから必要な対策を講じ

て工事の施工を進めるように徹底してください。 

 

●現場管理者は、工事の施工前に危機意識を持って、下請、孫請業者との施工の方法や進め方について、事

故を予測した事前の指導（オリエンテーション）を必ず行い、現場管理者主導のもとに作業を進めるよう徹

底してください。 

 



●過去の事故例を別添に添付しますので、まずは自分の現場で対策として何が必要かを読み込んでいただき、

事故を誘発させない対応をしっかりと行ってください。 

●建築工事と設備工事、電気工事等が分離で発注されている現場でも、建築工事の受注者は施工工程を取り

仕切る役割があるため、工事のイニシアティブは建築工事の現場管理者が当然に行うこととなりますので、

設備、電気の事故などにも現場として責任がありますので、十分注意事項を作業の前時点で促してください。

(これは越権行為ではありません。) 

●現場管理者と施設管理者、建築保全公社監督員との「協議・報告・連絡・相談」の日常的連絡体制を確立

してください。 

現場では常に事故の誘発を防ぐと共に、万一の場合にも迅速な報告、対策、対応が図れる現場環境を整え、

常に三者が一体となって、工事事故に危機意識をもって安全な施工に心掛けて行きましょう。 

特に、公社監督員と施設管理者とのコミュニケーションの場は、過去の同じ作業で起こした事故などの経

験知識がありますので、この場を単なる報告だけの場ではなく、次の作業に向けて注意事項を十分に確認し

て作業に臨むよう、この場を上手に活用することが重要です。 

●本資料の最後に今回の事故内容について資料添付しておきますので、同じ事故は決して起こさぬよう周知

徹底してください。（詳細説明） 

 

大小を問わず、事故を起こすことは施設への迷惑のみならず、施工者の信頼を損なうばかりではなく「時

間・費用等に膨大な悪影響を与えること」となってしまいます。 

現場管理者は、しっかり日常の現場に慣れた目線から、危機意識と想像力、技術力を発揮していただき、

現場の対応に臨んでいただきますようお願いいたします。 

「現場は、整理整頓状況をみるとその現場の施行体制が確認できることは言うまでもありません。」 

    

更に今後、建築保全公社として更なる事故防止に向けた様々な効果的な制度づくりに、関係団体の皆様と

の十分な意見交換や調整のもとに検討を深めていきます。 

現場のコンダクターである現場管理者の皆様には、上述の内容をしっかり読み込み、事故、トラブルを起

こさない現場施工管理に、社をあげて万全の対策で臨んでいただくことを切にお願いいたします。 

 

公益財団法人 横浜市建築保全公社 



建築保全公社の発注工事における発生事故の詳細について 

 

横浜市建築保全公社 

１．平沼小学校通級指導教室改修工事における自火報発報事故 

・事故発生 平成 27 年 7 月 18 日（土）午前 9 時 30 分に誤発報 

・事故原因 既存ボイラー解体作業中に埃が発生、自火報の感知器の養生不良が原因で発報 

・施設への影響 施工者が警備会社、消防、副校長に連絡し、現地に消防車が出動、誤報を確認して、午前 11

時 30 分頃に現場収束。 

※学校は休みで直接生徒への影響は出なかったものの、学校側に多大な迷惑を掛けてしまった。 

・課 題 １）一番大きな問題は、緊急体制連絡票が何も活かされておらず、公社への第一報の連絡が届

いたのが 3 日後の 7 月 21 日（火）になっていること。 

２）過去に同じ事故が起こっているため、公社として監督員から施工者に安全危機管理への指

示書を着工会議で説明して手渡ししているにも関わらず、同様事故が発生した。現場での危機

意識を公社職員と施工者ともにしっかり認識した対応が望まれる。 

 

２．本町小学校門扉改修工事における消防水利用取水口への埋設管切断事故 

・事故発生 平成 27 年 7 月 21 日（火）午前 9 時 30 分頃 埋設配管切断 

・事故原因 一定の埋設物を確認したが、既存資料にも記載が無いため、屋上プールから正門脇に設置され

た消防取水口への埋設管を既存土間コンクリートを重機で解体中に切断させてしまった。（埋

設物が必ずあるという危機意識の欠如が最大の原因） 

・施設への影響 配管切断により、プール内の水がすべて流出、22 日（水）の午前中にプール利用があること

から、副校長に多大な不安と迷惑を与えてしまった。 

配管の復旧はすぐに設備業者を呼び、公社職員立会いのもと 21 日の夜 8 時に復旧工事を完了

させ、プールへの注水（12 時間必要）を行い、朝方にプール水張り状況と復旧箇所の漏水の

有無を公社監督員が立会い確認した。 

・課 題 埋設物の確認が中途半端であり、正門回りと植栽内は必ず何か埋設物があると言う危機意識を

もった対応が、施工者と公社側に不足が見られた。 

 

３．原小学校給水管改修工事における近隣住宅門塀損傷事故 

・事故発生 平成 27 年 7 月 21 日（火）午後 1 時 30 分頃 事故発生 

・事故原因 大型 4ｔ車で、足場仮設材を搬入する際、正門で切り替えしを行った時に、近隣住宅の門塀（大

谷石造）に荷台をこすり損傷を与えてしまった。 

・施設への影響 怪我人等はありませんでしたが、直ちに学校長に同行していただき現場代理人と被害者に謝罪

しました。塀の傷は直径約 5 センチ程度の損傷でしたが、被害者が維持管理に使っている施工

業者に修理を依頼していただき、本工事の請負者が費用負担することで調整がつきました。 

※特に、地元への対応につきまして、学校長に負担と御迷惑をおかけしました。 

・課 題 学校周辺の狭い道路での発生事故で、被害者からは大型車両の搬出入には細心の注意を払って

欲しい旨を常々学校には申し入れていたが、施工業者に伝わっていなかったことと、搬出入時

に車の前後の誘導を施工者の配置した安全誘導員が慎重に実行していなかったところに課題

があった。 

  



４．北山田小学校雨水配管切り回し工事におけるネットフェンス損傷事故 

・事故発生 平成 27 年 7 月 24 日（金）午前 8 時 10 分頃に事故発生 

・事故原因 工事の下請作業員の通勤用自家用車（軽自動車）が、学校内の駐車スペースに駐車しようとし

たところ、アクセルとブレーキを踏み間違えて暴走、駐車場脇の植栽とネットフェンスを突き

破り、高さ 1.5ｍ下の学校内車路に転落した。 

・施設への影響 ドライバー（68 歳）と通行人などへの被害は発生しなかったが、学校のネットフェンス約 20

ｍと植栽が損傷、車は直ちにレッカーで吊り上げ、ネットフェンスを仮復旧するとともに、立

ち入り禁止の注意看板を設置、本復旧を学校長と協議して後日実施することとした。（学校長

に多大な不安とご迷惑をおかけしてしまった。） 

・課  題 請負者に対する事故への注意喚起と健康状態の確認を指導し、併せて、現場への安全に関する

指導徹底について注意喚起したが、効果的対策が難しい点が課題である。 

※この事故を踏まえ、管工事組合から全組合員の代表者に改めて文書で注意喚起を促した。 

 

５．幸ヶ谷小学校給食室給湯設備改修工事における埋設ガス配管損傷事故 

・事故発生 平成 27 年 7 月 29 日（水）午後 1 時 30 分頃 発生 

・事故原因 ガス配管の試掘中に給食室専用系統の埋設ガス配管を破損した事故。 

事前にガスの元栓を閉鎖して作業を実施したため大きな事故にはならなかった。事前に確認し

た東京ガスの図面と異なる位置にガス管が敷設されており、また規定ではＧＬ-300mm に敷設

しなければならない管が-90ｍｍと浅く敷設されていた。 

・施設への影響 幸いに、夏休みで給食業務が稼働していなかったため、大きな影響はなかったが、東京ガスに

速やかに連絡し、午後 2 時 30 分頃に復旧工事を済ませた。 

・課  題 埋設管の有無は、既存図面だけで判断してしまうことは危険で、給食室周辺にＧＬ-300mm 程

度の深さにガス管が埋設されているのが規定であれば、丁寧なすき取り等などを危機感を持っ

て行う必要があった。 

 

６．六角橋中学校トイレ改修その他工事における照明用電気配線切断事故 

・事故発生 平成 27年 7月 29日（水） 午後 5時頃 発生 

・事故原因 2階トイレ改修工事の配管敷設を行うため、コンクリート床スラブのコア抜き工事を実施した

ところ、床スラブ内に打ち込まれていたグランドのテニスコート側への外灯系統の電線配線を

切断してしまった。 

・施設への影響 幸い、テニスコートの夜間利用が入っていなかったことから利用者への影響は発生しなかった。

また、他の外灯は配線経路が異なったことから、夜間の防犯上の問題は無いと学校長と打ち合

わせして、翌日 7月 30日（木）に切断箇所の復旧をしたが、学校側に多大なご迷惑をおかけ

してしまった。 

・課  題 設備工事の設計でレントゲン検査が含まれておらず、建築の鉄筋探査結果をだけを信じてコア

抜きを実施したことに起因する。 

埋設管路等への危機意識を持たずに、コア抜きを施工したということが課題。 

  



７. 中央卸売市場本場青果棟トイレ改修その他工事における自火報配線切断事故 

・事故発生 平成 27 年 7 月 23 日（水）午後 1 時 30 分頃 事故発生 

・事故原因 設備配管敷設のため、5 階部分のトイレ床スラブにコア抜き作業を行ったところ、自動火災報

知設備の電気配線がスラブ中に打ち込まれていることに気付かず、配線を切断させてしまった。 

・施設への影響 怪我人の発生はなかったものの、青果棟自動火災報知設備が不通となり、原因究明と復旧のた

めに、2 階のテナント事務所内の天井内配線を確認する必要が生じたが、テナントの業務終了

後でないと調査確認が出来ず、調査と復旧を 24 日の深夜に行うこととなり、復旧に時間を要

した。その間に万が一火災等が発生した時の不安を施設及びテナントに与えてしまった。 

・課  題 本工事の仕様に記載されているレントゲン探査を実施せずに作業を行ったことが最大の課題

である。また、前日に 4 階床スラブのコア抜きでも配線切断事故があったが、公社に連絡が無

かったことも大きな課題である。 

 

８．荏田西小学校トイレ改修その他工事における職員室自火報集中盤に警報ランプが点灯した事故 

・事故発生 平成 27 年 8 月３日（月）午後 1 時過ぎ頃に連絡あり 

・事故原因 トイレ周りの区画養生は一応行われていたが、警報ランプの点灯した原因として考えられる要

素は、その区画シート養生が不十分な部分から、漏洩したホコリが工事個所の近傍廊下にある

火災警報器に飛び、感知したことも考えられる。 

特に消防出動等はなく、警報ランプの復旧で、現在は正常に動いているが、再度、火災警報器

点検業者を呼んで、確実な確認をさせるべく現場指示を行った。 

・施設への影響 夏休み期間と言うことが幸いして、特段大きな事故にはならなかったが、副校長が出勤したこ

とで、施設管理者に御迷惑をおかけした。 

・課  題 原因として、熱感知器付近に設置した工事用灯光器の熱によるものも考えられるので、現場で

使う灯光器を感知器から離した位置で設置するよう厳格に指示した。様々な危機要因を想定し、

慎重かつ丁寧な施工が必要である。 

 

９．岩井原中学校トイレ改修工事における自動火災報知設備配線切断事故 

・事故発生 平成 27 年 8 月 4 日（火）午前 10 時頃 

・事故原因 2階トイレ配管敷設のためＰＳ内床スラブにコア抜きしたところ自動火災報知設備用電気配線

を切断した。 

・施設への影響 警報ベルを止め、応急処置を施し、防災業者が現場に向かい対応した。 

・課  題 レントゲン調査が設計に含まれておらず、配線・配管等が無いと考え、コア抜きを実施してし

まったこと。（既存図面等による確認不足） 

  
Ｐ-３ 

 



１０．笹野台小学校トイレ改修工事における給水用埋設管切断事故 

・事故発生 平成 27 年 8 月 4 日（火）午前 10 時頃 

・事故原因 配管工事施工のため、給水メーター周りを掘削したところ、メーター一次側給水配管を損傷さ

せてしまった。（詳細調査不足） 

・施設への影響 復旧に大元の道路内バルブを閉める必要が発生し、学校だけでなく、近隣民家１軒も断水とな

った。午後 0 時 30 分に民家給水を復旧させ、学校の給水再開は午後４時、近隣を含めご迷惑

をおかけしてしまった。 

 

１１．三保小学校教室改造工事における防火シャッター用信号ケーブル切断事故 

・事故発生 平成 27 年 8 月 6 日（木）午前 10 時頃 

・事故原因 スラブコア抜き中に不注意により防火シャッター用の信号配線ケーブルを誤って断線させて

しまった。（施工上の注意不足） 

・施設への影響 夏季休暇中の事故で、児童生徒への影響は生じなかったが、学校管理者に御迷惑と不安を与え

てしまいました。直ちに保全公社職員立会いのもとに断線部分の再結線を行い早期の復旧に務

めました。 

 

１２．永野小学校トイレ改修工事における校舎用電灯配線の切断事故 

・事故発生 平成 27年 8月 7日（金）午後４時頃 

・事故原因 トイレ洋便器化工事において、トイレ床スラブにコア抜きを実施したところ、床スラブ内に埋

設されていた電気配管を切断してしまった事故。（事前詳細調査不足） 

・施設への影響 夏季休暇中の事故で、児童生徒への影響は生じなかったが、学校管理者に御迷惑をおかけして

しまいました。直ちに保全公社職員立会いのもと断線部分の復旧に対応いたしました。 

 

１３．桂小学校トイレ改修工事における電灯及び放送用電気配線の切断事故 

・事故発生   平成 27年 8月 10日（月）午前 10時頃 

・事故原因   トイレ洋便器化工事において、トイレ床スラブにコア抜きを実施したところ、床スラブ内に埋

設されていた電灯及び放送配線用電気配管を切断してしまった事故。（事前詳細調査不足） 

・施設への影響 夏季休暇中の事故ということで、児童生徒への直接的な影響は生じなかったものの、学校管理

者に不安と御迷惑をおかけしてしまいました。直ちに断線部分の復旧対応に務めました。 

 

１４．原小学校給水管改修工事における防災備蓄倉庫屋根への重機接触事故 

・事故発生 平成 27 年 8 月 13 日（木）午後 4 時頃 

・事故原因 ダンプの土を降ろそうとして荷台を上げたところ、近傍に合った防災備蓄倉庫の屋根に接触し

変形させてしまった。（適正な安全誘導が出来ていなかったことに起因する。） 

・施設への影響 直接、児童生徒への影響はないが、防災の日が近いことから、様々な防災活動に支障をきたな

いように復旧を早急に行う必要があり、施設にご迷惑をおかけしてしまった。 

  



１５．瀬戸ヶ谷小学校トイレ改修工事におけるスラブコア抜きによる自火報配線切断事故 

・事故発生 平成 27 年 8 月 16 日（日）午後 4 時 30 分頃 

・事故原因 トイレ床スラブに排水用のコア抜き工事を事前調査無に施工し、スラブ内に配線されていた自

火報の電気配管配線を切断したことによる事故で事前調査不足が原因 

・施設への影響 夏季休暇中の事故ということで、児童生徒への直接的な影響は生じなかったものの、学校管理

者に不安と御迷惑をおかけしてしまいました。直ちに断線部分の復旧対応に務めました。 

 

１６．桂小学校トイレ改修工事で校舎内を水浸しにさせた事故 

・事故発生 平成 27年 8月 22日（土）13時頃連絡 

・事故原因 給水管工事に伴う断水を復旧する際、解放状態の水栓に気つかず給水を再開した。当該水栓の

下のシンクの排水が不良であったことでオーバーブローして一昼夜水が流れ続けて、廊下、教

室、図書室等が水浸しとなり、各施設備品等に水害を及ぼした事故。 

原因は閉栓時の注意貼り紙対応の欠如と開栓後の全水栓の点検確認を怠った事に起因する事

故。 

・施設への影響 校舎内の廊下、個別支援教室、ＰＴＡ室、図書室、放送室に水が回り、水浸しとなり、水の掻

い出しと清掃、乾燥を早急に行ないフォローしたが、備品等に損傷を与えてしまった。また関

連する放送設備、火災警報器、電気系統等への確認が必要であり、的確に対応するように手配

した。（当面の施設利用には影響がない範囲までは早急の対応を行ったものの、一部天井等内

装の張替等も発生している。） 

公社担当課長が 8月 24日（月）朝一番で学校長にお詫びと今後の対応を調整させていただい

た。 


















